
中央建設業審議会及び社会資本整備審議会における今後の検討体制

中央建設業審議会 社会資本整備審議会

産業分科会

基本問題小委員会

不動産部会建設部会

・建設工事標準請負契約約款の作成
・入札の参加者の資格に関する基準の作成

・入札契約適正化指針や、経営事項審査の項目及び
基準に関する意見 等

建設業の改善に関する重要事項の
調査審議 等

○「建設産業の再生と発展のための方策2011」（平成23年6月、国土交通省建設産業戦略会議）の

具体化を始め、かつてない厳しい状況に直面している建設産業の活力回復と持続的発展を図るた
めには、今後の建設産業のあり方に関する検討と建設工事に係る基準の見直し等に関する検討を
一体的に行うことが必要。

○このため、中央建設業審議会及び社会資本整備審議会産業分科会建設部会の下に新たに基本
問題小委員会を設置し、調査審議を行う。
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